
裁判官会議（第17回）議事録

令和7年6月4日（水曜R)

裁半ll官会議室において、午前1 011寺3()分開議

lll席者 今崎長官、 乞浦、宇賀、林、岡村、安浪、渡辺、堺、尾島、宮川、石兼、

平木、中村、高項各裁判'自

今|崎長官議長席に着く

議事

l 民事執行規則及び氏‘打保全規則v）部を改｣E-1→ろ俔則について

隔lll民事局長か｢J、資糾第1に墓づき、標記Iﾉ)規則について説明が‘偽り、原案

、!ご『おI')決定した

2 人市について

徳岡人籍局長か｢』、資料輔2に藤づき、ノ、事関係事項について説明か〃)I)、1

｛/)殿判官,ﾉ)遇'A｡、2リ)批判官'7)|:!ii 'II:転官幕、3の裁判官')蛎補等、4の裁判↓宵I7)

IW｢等、5(ﾉ)裁判'白 I/)兼'g '/)再任、6'ﾉ)殿 fll'自.の昇給及び70)災害補償審査|1J､'/:

て調:案に|汁l-る1:ll定につい-<は、い-ず11も原案どおし)決定した

'|:llil l ()II IF…I(う分終」．
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裁判官会議資料'第2
（6月 ￥日開催）

裁判官会議付議人事関係事項(令和7.6.4提I I-I)

l 裁判官の退官について

依願免本官並びに兼官（令7，6．30） 静岡地家判事・静岡簡裁判事

益 子 元’陽（67）

大阪高判事・大阪簡裁判事

橋 本 都 月（43）

依願免本官帷びに兼官（令 7. 7. 1)

2 裁判官の検事『|茜官等について

最高裁秘書課付（東京地判事補・東

京簡裁判事）

依願免本官並びに兼官（令7. 6. 30)

（退官後在ストラスブール|-|本国総

傾事館）

亀 井 直 子（69）

栽半||官の転補等について

高松高判事（部総括）・高松簡抜半l1

1 11:

3

神戸地家尼||府支判事（支部長）・尼

崎簡裁判掘( iil掌者）

藤 田 昌 宏(l2)

京都地判蛎（部総括）・京都簡裁判

事

倉 地 康 弘（44）

大阪高判市・大阪簡裁判事

神戸地家尼崎文判事（支部長）・尼

崎簡裁判串：（司掌者）

京都地判串：（部総括）、京都簡抜判

事

中 ｜|｜ 誠 一（46）

東京地家判調補・東京簡裁判事

遠 藤 優（74）

水戸地家判事補・水戸簡裁判事

那覇地家判事補・那覇簡裁判事

東京地判事補・東京簡裁判事

田 中 悠(71)
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神戸地家姫路支判事補・姫路簡裁判

事

西 條 壮 優(71)

福岡地家小倉支判事補・小倉簡裁判

事

佐 藤 みなと(71)

那覇地家沖縄支判事補・沖縄簡裁判

事

坂 LI 奨 太(71)

秋田地家判事補・秋田簡裁判事

皆 園 怜(71)

札幌家地､卜||*補・札幌簡裁判事

唐 津 里 美（69）

旭川地家判事補・旭川簡裁判事

千葉家地判事補・千葉簡裁判事

東京地判事補・東京簡裁判事

東京地判事補・東京簡裁判事

東京地判事補・東京簡裁判事

神戸地家判事補・神戸簡裁判事

1~･柴地家木更津支､ﾄl1束楠・水史津簡

蛾判事

'l'村 憲 二( 73)

↓ 裁､|211官の再任等について

大阪地判事（部総括）・大阪簡裁判

土．
二y1．

大阪地判宇：（部総括）・大阪簡裁判

事

｜|」 田 補 文(51)

(令和7年6月3()H限り任期終了者）

5 裁判官の兼官の再任について

仙台高判事・仙台簡裁判市： 仙台高判事・仙台簡裁判事

小 田 誉太郎（60）

(令和7年6月30H限り任期終｣~者）



福島家地判事・福島簡裁判事

園 田 稔（60）

福島家地判事・福島簡裁判事

(令和7年6月30日限り任期終了者）

6 裁判官の昇給について

「令和7年7月1日付け裁判官昇給候補者名簿」のとおり

7 災害補償審査申立て事案に関する判定について

(令和6年(災)第1号事案）のとおり判定（案）

P



裁判官会議（第18回）議事録

令和7年6月18日（水曜日）

裁判官会議室において、午前10時30分開議

出席者 今崎長官、三浦、宇賀、林、岡村、安浪、渡辺、岡、堺、尾島、宮川、石

兼、平木、中村、高須各裁判官

今崎長官議長席に着く。

議事

人事について

（1）徳岡人事局長から、資料第1に基づき、人事関係事項について説明があり、

1の裁判官の退官については、報告がされ、2の裁判官の転補等については、

原案どおり決定し、3の簡易裁判所判事候補者の選考については、結果の報告

がされ、4の裁判官の再任、5の裁判官の兼官の再任、6の裁判官の新規任命

等及び7の大法廷首席書記官及び家庭審議官の任命等については、いずれも原

案どおり決定した。

（2）徳岡人事局長から、資料第2に基づき、前橋地方裁判所長の補職等について

説明があり、次のとおり決定した。

東京高等裁判所判事三角比呂の定年退官に伴い、前橋地方裁判所長門田友昌

を東京高等裁判所判事（部の事務総括者）とし、その後任者を最高裁判所事務

総局総務局長小野寺真也とし、その後任者を東京地方裁判所判事清藤健一とす

る。

午前10時39分終了

「
当

議 長

『
１
４秘書課長



裁判官会議資料露I
（も月13日開悩）

裁判官会議付議人事関係事項(令和7．6．18提出）

1 裁判官の退官について

定年退官（令7．7．20） 最高裁判事

宇 賀 克 也

定年退官（令7．7．23） 諫早簡裁判事

川 崎 覚

2 裁判官の転補等について

名古屋地家岡崎支判事補・岡崎簡裁

判事

東京地判事補・東京簡裁判事

橋之口 峻（71）

東京地家判事補・東京簡裁判事広島地家福山支判事補・福山簡裁判

事

佐 藤 有 紀(72）

東京地家立川支判事補・立川簡裁判

事

佐々木 麗（72）

静岡地家判事補・静岡簡裁判事

徳 田 み よ（73）

大阪地家判事補・大阪簡裁判事

札幌地家判事補・札幌簡裁判事

東京地判事補・東京簡裁判事

長野家地上田支判事補・上田簡裁判

事

手 嶋 悠 生（72）

神戸地家判事補・神戸簡裁判事水戸家地士浦支判事補・士浦簡裁判

事

竹 内 壮太郎（73）

福岡地家小倉支判事補・小倉簡裁判

事

飯 塚 大 航（73）

岐阜地家判事補・岐阜簡裁判事

1



長崎地家佐世保支判事補・佐世保簡

裁判事

大 島 泰 史（69）

鹿児島地家判事補・鹿児島簡裁判事

一 社 紀 行(71)

福岡簡裁判事

福 田 誠二郎

浜松簡裁判事

古 田 学

福岡地家判事補・福岡簡裁判事

静岡地家判事補・静岡簡裁判事

諫早簡裁判事

名古屋簡裁判事

3 簡易裁判所判事候補者の選考について（報告）

「簡易裁半|｣所判事候補者選考名簿（新任）」及び「簡易裁判所判事候補者選考名

簿（再任）」のとおり

4 裁判官の再任について

知財高判事・東京簡裁判事 知財高判事・東京簡裁判事

岩 井 直 幸（49）

(令和7年7月23日限り任期終了者）

｢簡易裁判所判事再任名簿」のとおり

5 裁判官の兼官の再任について

最高裁調査官（東京地判事・東京簡

裁判事）

最高裁調査官（東京地判事・東京簡

裁判事）

釜 村 健 太（60）

(令和7年7月15日限り任期終了者）

名古屋地家半田支判事．半田簡裁判

事

浜 口 紗 織(60)

(令和7年7月15日限り任期終了者）

名古屋地家半田支判事・半田簡裁判

事

2



6 裁判官の新規任命等について

東京簡裁判事・東京地判事補（職権

特例指名）

外務事務官（国際連合日本政府代表

部一等書記官）

雨 宮 竜 太（67）

外務事務官（在ジュネーブ国際機関

日本政府代表部一等書記官）

小 橋 陽一郎（67）

東京簡裁判事・東京地判事補（職権

特例指名）

｢簡易裁判所判事任命名簿」のとおり

7 大法廷首席書記官及び家庭審議官の任命等について

大法廷首席書記官

定 久 朋 宏

裁判所職員総合研修所事務局長

青 柳 年 泰

家庭審議官

西 川 裕 巳

大阪家首席家裁調査官

上馬場 靖

辞職

大法廷首席書記官

辞職

家庭審議官

3



1機密性2）

事務総局会議（第11回）議事録

令和7年6月3日（火）午前10時00分 ～ 午前10時05分日時

場所等 ウェブ会議

氏本事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、染谷経理局長、福田民

事局長兼行政局長、平城刑事局長、馬渡家庭局長、福島秘書課長兼広報

課長、坂口審議官、榎本デジタル審議官、馬場事務総局参事官

出席者

民事執行規則及び民事保全規則の一部を改正する規則について

福田民事局長説明（資料）

議事

結果 ◎ 裁判官会議付議

秘 書 課 長 福 島 直 之



事務総局会議資料
（6月3日開催）

'1機密性2】

3民二印）(令和7．6

資 料 目 録

則案則の一部を改正する規民事執行規則及び民事保全規貝

１
２

同制定理由

同新旧対照条文3



配布資料2

機密性2

則
に
つ
い
て
所
要
の
整
理
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
民
事
執
行
規
則
及
び
民
事
保
全
規

理
由

3



配布資料3

機密性2

第
一
条
関
係
ｌ
民
事
執
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）

（
電
話
加
入
権
執
行
の
申
立
書
の
記
載
事
項
及
び
添
付
書

（
電
話
加
入
権
執
行
の
申
立
書
の
記
載
事
項
及
び
添
付
書

類
）

類
）

第
百
四
十
六
条

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律

第
百
四
十
六
条

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律

第
八
十
六
号
）
附
則
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定

第
八
十
六
号
）
附
則
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定

す
る
権
利
（
以
下
「
電
話
加
入
権
」
と
い
う
。
）

に
対
す

す
る
権
利
（
以
下
「
電
話
加
入
権
」
と
い
う
。
）

に
対
す

る
差
押
命
令
の
申
立
書
に
強
制
執
行
の
目
的
と
す
る
財
産

る
差
押
命
令
の
申
立
書
に
強
制
執
行
の
目
的
と
す
る
財
産

を
表
示
す
る
と
き
は
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
（
日

を
表
示
す
る
と
き
は
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
又
は

民
事
執
行
規
則
及
び
民
事
保
全
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

新

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

…］‐41



２
（
略
）

本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
お

い
て
電
話
に
関
す
る
現
業
事
務
を
取
り
扱
う
事
務
所
で
当

該
電
話
加
入
権
に
係
る
契
約
に
関
す
る
事
務
を
取
り
扱
う

も
の
（
以
下
「
電
話
取
扱
局
」
と
い
う
。
）
、
電
話
番
号

、
電
話
加
入
権
を
有
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
電
話
の
設
置
場
所
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

社
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
西

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

は
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

な
い

○

（
日
本
電
信
電
話
株
式
会

又

２
（
同
上
）

契
約
に
関
す
る
事
務
を
取
り
扱
う
も
の
（
以
下
「
電
話
取

業
事
務
を
取
り
扱
う
事
務
所
で
当
該
電
話
加
入
権
に
係
る

扱
局
」
と
い
う
。
）
、
電
話
番
号
、
電
話
加
入
権
を
有
す

る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
電
話
の
設
置
場

所
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
に
お
い
て
電
話
に
関
す
る
現

-2－5



（
申
立
て
の
趣
旨
の
記
載
方
法
）

（
申
立
て
の
趣
旨
の
記
載
方
法
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
九
条

（
同
上
）

２
次
の
各
号
に
掲
げ
る
仮
差
押
命
令
の
申
立
書
に
お
け
る

２
次
の
各
号
に
掲
げ
る
仮
差
押
命
令
の
申
立
書
に
お
け
る

仮
に
差
し
押
さ
え
る
べ
き
物
の
記
載
は
、
当
該
各
号
に
定

仮
に
差
し
押
さ
え
る
、
へ
き
物
の
記
載
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

’

（
略
）

｜

（
同
上
）

二
民
事
執
行
規
則
第
百
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電

二
民
事
執
行
規
則
第
百
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電

話
加
入
権
（
以
下
「
電
話
加
入
権
」
と
い
う
。
）

に
対
す

話
加
入
権
（
以
下
「
電
話
加
入
権
」
と
い
う
。
）

に
対
す

る
仮
差
押
命
令

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
（
日
本
電

る
仮
差
押
命
令

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
又
は
西
日

第
二
条
関
係
ｌ
民
事
保
全
規
則
（
平
成
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
号
）

新

旧

-3－6



信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法

条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

和
電
信
電
話
株
式
会
社
を
い
う
。
次
条
第
七
号
に
お
い
て

律
第
八
十
五
号
）
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
東
日

話
に
関
す
る
現
業
事
務
を
取
り
扱
う
事
務
所
で
当
該
電
話

加
入
権
に
係
る
契
約
に
関
す
る
事
務
を
取
り
扱
う
も
の
、

電
話
番
号
、
電
話
加
入
権
を
有
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
電
話
の
設
置
場
所

同
じ
。
）

を
い
う
。
次
条
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
（
同
法
第
一

に
お
い
て
電

務
を
取
り
扱
う
事
務
所
で
当
該
電
話
加
入
権
に
係
る
契
約

本
電
信
電
話
株
式
会
社
に
お
い
て
電
話
に
関
す
る
現
業
事

所

入
権
を
有
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
電
話
の
設
置
場

に
関
す
る
事
務
を
取
り
扱
う
も
の
、
電
話
番
号
、
電
話
加
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